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 未利用なバイオマスであるトマトの脇芽の有効利用法の開発を目的に、脇芽のもつ抗菌成分を含有する

消毒剤の開発について検討した。消毒剤の試験法である試験菌懸濁法で、脇芽のエタノール抽出成分の抗

菌効果について確認したところ、大腸菌及び黄色ブドウ球菌に対して抗菌効果があることを明らかにした。  

また、脇芽の 70vol%エタノール抽出成分には、抗菌を示す成分の一つとして、トマトの花・葉・茎に含

まれる抗菌性物質のトマチンが含まれていることを確認した。  

 

1. はじめに 

 愛知県では植物工場によるトマトの栽培が着目されて

おり、愛知県のトマトの農業産出額は 155億円で全国第

3 位である 1)。トマトの栽培において、脇芽かきはトマ

トの品質を保つため、毎日行う重要な作業であり、摘み

取った脇芽が多量に発生する。また、トマト栽培後には

残渣として葉・茎が発生する。これら多量に発生するバ

イオマスの処理費用がかかっており、資源としての有効

な利用方法の開発が求められている。 

 当グループではこれまでに、トマトの葉・茎の利用方

法の開発について取り組んできた 2),3)。これまでの検討

から、トマトの葉・茎に抗菌活性を有する成分が含まれ

ることも確認している。本研究では、トマトの花・葉・

茎等に含まれる抗菌性物質として知られているトマチン

4)に着目し、脇芽から抗菌成分の抽出とそれらを含有し

た消毒剤への利用の可能性について検討した。 

 

2. 実験方法 

2.1 脇芽からの抗菌成分の抽出 

 脇芽は、(株)にじまち(常滑市)より提供を受けた。脇

芽は凍結乾燥後、粉砕機(フォースミル、FM-1、大阪ケ

ミカル(株)製)を用いて粗粉砕した。抽出溶媒は水及び

エタノールとし、エタノールは適宜希釈した濃度で使用

した。 

脇芽粉砕品と抽出溶媒を混合し、乳鉢ですり潰した。

遠沈管に回収後、16,000rpm で 5 分、15℃で遠心分離

(高速遠心分離機、CR-20F、工機ホールディングス(株))

して上清を回収した。回収した上清を抽出成分(液体)と

した。また、濃縮を目的に回収した上清を凍結乾燥した

場合は、抽出成分(粉体)とした。 

2.2 抽出成分の抗菌活性の評価 

 主に製剤の開発段階で、製剤または活性物質の基本的

な活性を評価する日本薬局方「試験菌懸濁法」5)に準じ

て行った。 

 指標菌は、大腸菌(Escherichia coli NBRC3301)と黄

色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus NBRC12732)を

使用した。普通寒天培地で 35℃、1 晩培養した各菌を

500 倍量に希釈したブイヨン液体培地に懸濁し、同培地

で適宜希釈した液を前培養液とした。 

 抽出成分(液体)は、抽出溶媒が高濃度エタノールの場

合、エタノール濃度を 5vol%もしくは 10vol%となる様

に希釈して試験液とした。抽出溶媒が濃度 10vol%以下

のエタノールの場合、抽出成分(液体)をそのまま試験液

と し た 。 抽 出 成 分 ( 粉 体 ) は 、 5vol% エ タ ノ ー ル

/0.1%Tween80 または 10vol%エタノール/0.1%Tween80

に可溶化した液を試験液とした。 

 試験液と前培養液を 9:1 の割合で混合し、撹拌後、常

温で静置した。一定時間後にサンプリングし、混合液中

の菌数を測定した。また、対数減少量は試験前の菌数と

一定時間処理後の菌数の対数値の差とした。 

2.3 トマチンの分析 

 トマチン標品(T0329、東京化成工業(株))を 70%アセ

トニトリル/0.5%酢酸溶液に溶解し、トマチン標準液と

した。高速液体クロマトグラフ (e2695、Waters)で、

ODS カ ラ ム (Luna 5µ C18 、 250 × 4.6mm 、

Phenomenex)を用いて、脇芽の 70vol%エタノール抽出

成分を分離した。UV220nm で検出し、トマチンの分析

を行った。 
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表 2 各試料の評価試験における菌数変化 

試料 初発菌数 

（CFU/mL） 

試験後の菌数 

（CFU/mL） 

99.5vol%エタノール 

抽出成分 

2.9×105 3.3×105 

ブランク 2.9×105 4.3×105 

 

表 1 試験液のエタノール濃度と評価試験の菌数変化 

エタノール濃度 

（vol%） 

初発菌数 

（CFU/mL） 

試験後の菌数 

（CFU/mL） 

1 8.1×106 6.3×106 

3 8.1×106 8.5×106 

5 8.1×106 9.5×106 

8 8.1×106 7.7×106 

10 8.1×106 8.3×106 

20 8.1×106 3.7×106 

40 5.6×106 1.0×101 

 

 

3. 実験結果及び考察 

3.1 抽出溶媒の抗菌活性の評価 

 本研究においては、消毒剤の開発が目的であるため、

安全性を考慮し、抽出溶媒は水及び様々な濃度のエタノ

ールを検討した。水を抽出溶媒とした場合、抽出成分

(液体)には抗菌効果が認められなかったことから(デー

タ省略)、抽出溶媒をエタノールとして検討を進めた。

エタノールは消毒剤として使用される成分であり、一定

濃度以上では殺菌効果を示す 5)。高濃度のエタノールで

脇芽から抗菌成分を抽出すると、抽出液そのものを試験

に供する場合、抽出成分の抗菌性能を確認できない。そ

こで、抗菌効果を示さないエタノール濃度を確認した。

様々な濃度のエタノール溶液を試験液とし、前培養液と

混合 15 分後に菌数を測定した。指標菌は大腸菌を使用

した。結果を表 1 に示す。試験液のエタノール濃度が

10vol%以下では、試験後、菌数の減少が認められなか

った。20vol%ではわずかに菌数が減少し、40vol%では

大幅に菌数が減少した。以上より、試験液のエタノール

濃度を 10vol%以下で試験をすることで、抽出成分の抗

菌性能を確認できると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 99.5vol%エタノール抽出成分の抗菌効果 

 抽出溶媒を 99.5vol%エタノールとし、脇芽粉砕品と

抽出溶媒を 1:5 の割合で混合し、抽出成分(液体)の抗菌

効果を確認した。試験系のエタノール濃度を 10vol%以

下にする必要があるため、抽出成分(液体):リン酸緩衝

液：前培養液を 1:8:1 の割合で混合して試験した。ブラ

ンクは抽出成分(液体)の代わりに 99.5vol%エタノールを

使用した。結果を表 2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 初発菌数が 2.9×105CFU/mL であったのに対し、試

験後は 3.3×105CFU/mL と菌数の減少は全く認められ

なかった。抽出溶媒が高濃度のエタノールであるため、

評価試験時にエタノール濃度を下げる必要があり、抽出

成分(液体)を希釈したことにより抗菌成分も希釈された

ことが要因の一つと考えられた。 

3.3 試料調製方法の検討 

 高濃度エタノール抽出液の溶媒除去について検討した。

溶媒の除去方法は、加熱や凍結乾燥が考えられる。抗菌

成分の加熱による変性の有無が確認できていないため、

凍結乾燥を選択した。 

 抽出液の凍結乾燥を途中で止めると抽出成分の濃縮液

が作製できる。この濃縮液を評価試験に供するには、エ

タノール濃度の測定とエタノール濃度が依然高い場合は

更に希釈が必要となる。したがって、完全に凍結乾燥さ

せて抽出成分(粉体)とし、濃度 10vol%以下のエタノー

ル溶液で可溶化した抽出成分の調製を試みた。 

 99.5vol% エタノールからの抽出成分 (粉体 )は、

10vol%エタノール溶液には完全には溶解しなかった。

そこで、界面活性剤である Tween80 を可溶化剤として

添加したところ、沈殿は認められずほぼ溶解できた。 

 以上より、凍結乾燥を行って完全に溶媒を除去した後

の抽出成分(粉体)を、10vol%エタノール/0.1%Tween80

に可溶化させることで、評価試験にそのまま供せる抽出

成分(試験液)を調製できた。 

3.4 調製後の試料の評価試験 

 前節の方法で調製した試料の評価試験を行った。結果

を 図 1 に示 す。ブ ランク は 10vol% エタ ノール

/0.1%Tween80 を試験液とした。 

 大腸菌では、ブランクで菌数の減少が認められなかっ

たのに対し、抽出成分は培養 1.5 時間後に菌数が

103CFU/mL から 101CFU /mL 以下と減少した。対数減

少量は 2.7 以上となった。脇芽の抽出成分には、大腸菌

に対する抗菌効果があることが明らかとなった。 

 黄色ブドウ球菌では、大腸菌と同様、抽出成分で、培

養 1.5 時間後に菌数が 103 CFU/mL から 101CFU/mL 以

下と減少した。しかし、ブランクでも同様の結果となっ

たことから、黄色ブドウ球菌は低濃度の 10vol%エタノ

ールで殺菌されたと考えられた。黄色ブドウ球菌の試験

では、エタノール濃度をさらに低くする必要があるため、

以後の試験では可溶化剤として、5vol%エタノール

/0.1%Tween80 を使用することとした。 

3.5 抽出時のエタノール濃度の違いによる抗菌効果の差  

 次に、抽出時のエタノール濃度による抗菌効果の差に

ついて検討した。抽出溶媒を 10vol%及び 70vol%エタノ

ール溶液とし、抽出成分(粉体)を調製した。これらを 
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表 3 各試料の抗菌性試験における菌数変化 

(a)大腸菌 

試料 初発菌数 

（CFU/mL） 

試験後の菌数 

（CFU/mL） 

対数減 

少量 

10vol%エタノ 

ール抽出成分 

8.9×107 7.7×106 1.1 

70vol%エタノ 

ール抽出成分 

8.9×107 3.5×106 1.4 

ブランク 8.9×107 3.5×106 0.9 

  

(b)黄色ブドウ球菌 

試料 初発菌数 

（CFU/mL） 

試験後の菌数 

（CFU/mL） 

対数減 

少量 

10vol%エタノ 

ール抽出成分 

7.5×106 8.1×105 1.1 

70vol%エタノ 

ール抽出成分 

7.5×106 3.9×105 1.3 

ブランク 7.5×106 7.5×106 0.8 
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(a)大腸菌

図 1 抽出成分の培養時間による菌数変化 
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5vol%エタノール/0.1%Tween80 に可溶化し、試験液と

した。ブランクは 5vol%エタノール/0.1%Tween80 を試

験液とし、培養時間を 30 分として抗菌性試験を行った。

その結果を表 3 に示す。 

 大腸菌は初発の菌数が 8.9×107CFU/mL であった。

試 験 後 は 、 10vol% エ タノ ー ル 抽 出 成 分 が 7.7 ×

106CFU/mL、 70vol%エタノール抽出成分が 3.5×

106CFU/mL となった。初発菌数が標準の試験条件より

高かったにも関わらず、どちらの抽出成分も抗菌活性値

は 1 を越える結果となった。 

 黄色ブドウ球菌は初発菌数が、7.5×106CFU/mLであ

った。試験後は 10vol%エタノール抽出成分が 8.1×

105CFU/mL、 70vol%エタノール抽出成分が 3.9×

105CFU/mL となった。大腸菌と同様に、初発菌数が標

準の試験条件より高かったにも関わらず、どちらの抽出

成分も抗菌活性値は 1 を越える結果となった。 

 以上より、抗菌成分はエタノールの濃度に関わらず抽

出され、10vol%エタノール抽出成分より 70vol%エタノ

ール抽出成分にその効果が高いことがわかった。また、

黄色ブドウ球菌に対して抗菌効果があることを明らかに

することができた。 

 トマトの茎葉部の抗菌作用については、石田ら 6)がジ

エチルエーテルで抽出した成分の大腸菌、黄色ブドウ球

菌、サルモネラ菌に対する効果を定性試験で確認してい

る。その結果、ジエチルエーテル抽出成分は大腸菌、サ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルモネラ菌には抗菌効果があり、黄色ブドウ球菌には認

められなかったと報告している。本研究では、大腸菌及 

び黄色ブドウ球菌に対しては、脇芽のエタノール抽出成

分に抗菌効果があることを定量的に明らかにすることが

できた。今回、脇芽のエタノール抽出成分は消毒剤とし

ての有効性指標の対数減少量 3.0 には満たなかったが、

大腸菌では対数減少量 2.7 以上の結果となったことから、

抽出時の固形分割合や濃縮方法等、抽出方法を工夫する

ことにより、脇芽からのエタノール抽出成分の消毒剤と

しての利用が期待できる。 

3.6 トマチンの分析  

 トマトの葉・茎・花などに、抗菌性物質としてトマチ

ンが含まれていることがわかっている 4)。脇芽からのエ

タノール抽出成分のトマチンの有無を確認するため、高

速液体クロマトグラフィーによるトマチンの分析を行っ

た。試料は 70vol%エタノール抽出成分(粉体)を、70%

アセトニトリル/0.5%酢酸溶液に溶解して用いた。結果

を図 2 に示す。 

 トマチンの標準試料は、今回の分析条件で 4.01 分に

検出された。脇芽からの 70vol%エタノール抽出成分に

も 4.02 分にピークが検出され、抗菌性物質のトマチン

が含まれていることがわかった。脇芽からの 70vol%エ

タノール抽出成分の抗菌性を示した成分の一つとしてト

マチンがあると考えられた。 
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図 2 70vol%エタノール抽出成分のクロマトグラム 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 結び 

 多量に発生するバイオマス資源、トマトの脇芽の有効 

利用法の開発を目的に、脇芽から抗菌成分の抽出と抽出 

成分を含有した消毒剤への利用について検討した。 

(1) 脇芽の水抽出成分に大腸菌、黄色ブドウ球菌に対す

る抗菌効果は認められず、脇芽のエタノール抽出成

分に、大腸菌及び黄色ブドウ球菌に対して抗菌効果

があることを定量的に明らかにできた。特に大腸菌

に対しては、対数減少量 2.7 以上を確認できた。 

(2) 脇芽の抗菌成分は濃度に関わらず、10vol%以上の

エタノールで抽出されることがわかった。 

(3) 脇芽の 70vol%エタノール抽出成分には、抗菌性物

質として知られているトマチンが含まれていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上より、脇芽のエタノール抽出成分は、天然の抗菌

成分含有の、器具等非生体を対象とした消毒剤として利

用が期待できる。多量に発生するバイオマス資源の新た

な有効利用法を提案できた。 

 

付記 

 本研究の一部は、平成 31 年度内藤科学技術振興財団

研究助成を受けて実施した。 
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